
別所砂留の活用による地域活性化プロジェクト研究会規約  

 

 

 （目的） 

第１条 この会は、地域の間伐材チップ等を活用した循環式トイレの維持管理及び地域活性化に資する

サステナブルな活動に係る調査研究により、土木学会選奨土木遺産にも選定された地域の大切な土木

遺産である「別所砂留」の活用と、ＳＤＧｓの本質であるパートナーシップによる地域課題の解決に

よって、地域の活性化を図ることを目的とする。 

 

 （名称） 

第２条 この会の名称は、「別所砂留の活用による地域活性化プロジェクト研究会」（以下「研究会」）と

いう。 

 

 （組織及び役割） 

第３条 研究会の委員及び役割分担は、別表①②のとおりとする。 

２ 委員長は、研究会を代表し、円滑な運営に努める。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があ

らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

 

 （事務局） 

第４条 研究会の事務局は、福山市福田交流館に置く。 

 

 （活動・事業） 

第５条 研究会は、第１条の目的を達成するために次の活動・事業を行う。 

（1）循環式トイレの設置・整備に関すること 

（2）循環式トイレの維持管理及び支援に関する調査・研究に関すること 

（3）堆肥の利活用に関すること。 

（4）情報収集・広報活動等に関すること。 

（5）人材育成等に関すること。 

（6）観光資源としての磨き上げに関すること。 

（7）その他目的を達成するために必要なこと。 

 

 （委員構成） 

第６条 委員は別表①に定めるものとする。 

２ 目的達成及び円滑な運営のために必要と認められる場合、研究会の承認をもって委員を追加選出す

ることができる  

 

 （役員） 

第７条 研究会に次の役員を置く。 

委員長    １名 

    副委員長   若干名 

    監査     ２名 

    会計責任者  １名 

  

 

 

 



 （任期） 

第８条 委員の任期は、２０２６年（令和８年）３月３１日までとする。ただし、会議において、第１

条に定める目的を達成するために、継続が必要となった場合には別に定めるものとする。 

 

 （会議） 

第９条 委員の活発な意見交換やアイデアにより第５条の規定について必要な事項を審議するため、お

おむね月１回程度の会議を開催する。 

 

 （会議の招集） 

第１０条 本研究会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

 

 （規約改正） 

第１１条 この規約は、委員長及び副委員長の同意をもって改正することができる。 

  

 （雑則） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は委員で協議する。 

 

 

  附 則 

 （施行期日） 

 １ この規約は、２０２４年（令和６年） ７月 ２日から施行する。 

 ２ この規約は、２０２５年（令和７年） ５月２０日から施行する。 

 

 （この規約の執行） 

 ２ この規約は、第 1条の目的を達成後、委員の同意を得た日に、その執行を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表①  

 

＜委員＞ 

役 職 委 員 名 所   属 

委 員 長 光成 良秀 別所砂留を守る会 代表 

副委員長 松井 利光 福山市北部支所長 

副委員長 上田 晃雅 

株式会社オガワエコノス 
営業統括本部サーキュレーション営業部 
西日本営業課 担当課長 

副委員長 牧平 浩史 
株式会社オガワエコノス 
アクア事業部 部長 

委  員 横藤田 久夫 別所砂留を守る会 

委  員 横藤田 行宏 別所砂留を守る会 

委  員 高田 克彦 別所砂留を守る会 

委  員 安原 孝一 別所砂留を守る会 

委  員 鎌倉 聡光 別所砂留を守る会 

監  査 佐藤 芳則 別所砂留を守る会 

監  査 武安  敏 福相学区まちづくり推進委員会委員長 

委  員 曳木 明広 

株式会社オガワエコノス 

営業統括本部サーキュレーション営業部  

西日本営業課 チームリーダー 

委  員 竹本 明剛 
株式会社オガワエコノス 
ロハス事業部 副工場長 

委  員 坂口 拓哉 
株式会社オガワエコノス 
アクア事業部 

委  員 新谷 昌亮 北部支所 北部地域振興課長 

会  計 松本  弘 福田交流館長 

事務局員 小林 宏紀 北部支所 北部地域振興課長補佐 

事務局員 藤田 順子 北部支所 北部地域振興課調整員 

事務局員 山田 浩之 北部支所 北部地域振興課 

 



 

 

別表② 

 

＜役割分担＞ 

所 属  役      割 

福  山  市 

・会議の運営 

・各関係機関等との調整 

・情報収集 

・広報活動  

・人材育成 

・情報発信  

・事業に係る費用の支援 等 

別所砂留を守る会 

・循環式トイレの維持管理 

・間伐材チップの調達、交換 

・耐風養生 

・電源等の供給 

・堆肥の利活用 

・人材育成 

・情報発信 等 

福相学区まちづくり推進委員会 

・学区まちづくりでの別所砂留の活用検討 

・堆肥の利活用の検討 

・人材育成 

・情報発信 等 

㈱オガワエコノス 

・循環式トイレ維持管理等の技術調査・情報収集 

・循環式トイレの設置及び設置後のメンテナンスに係る技術支援 

・環境学習の実施 等 

 


